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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成30年10月11日(2018.10.11)

【公開番号】特開2018-135534(P2018-135534A)
【公開日】平成30年8月30日(2018.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2018-033
【出願番号】特願2018-90288(P2018-90288)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｇ  65/40     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  71/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/14     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   7/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/36     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/34     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/22     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/30     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/40     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/26     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  27/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｇ   65/40     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   71/08     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    7/14     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    7/06     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/04     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/36     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/34     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/22     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/30     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/40     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    3/26     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   27/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月30日(2018.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式：
－Ｏ－Ｐｈ－Ｏ－Ｐｈ－ＣＯ－Ｐｈ－　　　Ｉ
（式中、Ｐｈは、フェニレン部分を表す）の繰り返し単位及び式：
－Ｏ－Ｐｈ－Ｐｈ－Ｏ－Ｐｈ－ＣＯ－Ｐｈ－　　　ＩＩ
の繰り返し単位を含み、
繰り返し単位Ｉ及び繰り返し単位ＩＩの相対的なモル比（Ｉ：ＩＩ）が６５：３５～９５
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：５であり、
ｌｏｇ１０（Ｘ％）＞１．５０－０．２６ＭＶ
（Ｘ％は、示差走査熱量分析により測定される結晶化度（％）を指し、ＭＶは、キャピラ
リーレオメトリーにより測定される溶融粘度である）である高分子材料であって、
前記高分子材料は組成物の一部をなし、前記組成物は前記高分子材料と充填媒体を含んで
なり、前記組成物は前記高分子材料を２０～９９．９重量％で含有する、高分子材料。
【請求項２】
　式Ｉの繰り返し単位のフェニレン部分（Ｐｈ）の数の少なくとも９５％が、自身が結合
している部分に１，４－結合しており、式ＩＩの繰り返し単位のフェニレン部分（Ｐｈ）
の数の少なくとも９５％が、自身が結合している部分に１，４－結合している、請求項１
に記載の材料。
【請求項３】
　ｌｏｇ１０（Ｘ％）＞１．５０－０．２３ＭＶであり、任意に
　ｌｏｇ１０（Ｘ％）＞１．５０－０．２８ＭＶ＋０．０６ＭＶ２である、請求項１又は
請求項２に記載の高分子材料。
【請求項４】
　式Ｉの単位を６８ｍｏｌ％～８２ｍｏｌ％含み、任意に式Ｉの単位を７２～７７ｍｏｌ
％含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の材料。
【請求項５】
　式ＩＩの単位を１８～３２ｍｏｌ％含み、任意に　式ＩＩの単位を２３～２８ｍｏｌ％
含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の材料。
【請求項６】
　前記高分子材料の式Ｉの単位及び式ＩＩの単位のｍｏｌ％の総和が少なくとも９９ｍｏ
ｌ％である、請求項１～５のいずれか一項に記載の材料。
【請求項７】
　Ｔｍが３００℃～３１０℃の範囲にあること、
　前記高分子材料のＴｇが１４５℃～１５５℃の範囲にあり、Ｔｍが３００℃～３１０℃
の範囲にあり、かつＴｍ及びＴｇの差が１４５℃～１６５℃の範囲にあること、及び
　結晶化度が少なくとも２５％であることのうちの少なくとも１つを要件とする、請求項
１～６のいずれか一項に記載の材料。
【請求項８】
　前記充填媒体が、ガラス繊維、炭素繊維、カーボンブラック及びフッ素樹脂からなる群
から選択される１種又は複数種を含んでなる、請求項１～７のいずれか一項に記載の材料
。
【請求項９】
　前記充填媒体は非繊維状充填材であり、該非繊維状充填材は雲母、シリカ、タルク、ア
ルミナ、カオリン、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、酸化チタン、フェライト、クレー
、粉末ガラス、酸化亜鉛、炭酸ニッケル、酸化鉄、石英粉末、炭酸マグネシウム、フッ素
樹脂、黒鉛、炭素粉、ナノチューブ及び硫酸バリウムからなる群から選択される、請求項
１～８のいずれか一項に記載の材料。
【請求項１０】
　前記充填媒体は繊維状充填材を含んでなり、任意に前記繊維状充填材はナノ繊維からな
る、請求項１～９のいずれか一項に記載の材料。
【請求項１１】
　前記組成物は２０～７０重量％の高分子材料、及び、０．１～８０重量％、例えば、３
０～８０重量％の充填媒体を含んでなる、請求項１～１０のいずれか一項に記載の材料。
【請求項１２】
　前記組成物は充填媒体を１０重量％超にて含有する、請求項１～１１のいずれか一項に
記載の材料。
【請求項１３】
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　式：
－Ｏ－Ｐｈ－Ｏ－Ｐｈ－ＣＯ－Ｐｈ－　　　Ｉ
（式中、Ｐｈは、フェニレン部分を表す）の繰り返し単位及び式：
－Ｏ－Ｐｈ－Ｐｈ－Ｏ－Ｐｈ－ＣＯ－Ｐｈ－　　　ＩＩ
の繰り返し単位を有する高分子材料を製造するための方法において、
少なくとも１種のジヒドロキシベンゼン化合物及び少なくとも１種のジヒドロキシビフェ
ニル化合物の、モル比が６５：３５～９５：５である混合物を、炭酸ナトリウム及び炭酸
カリウムの存在下に、少なくとも１種のジハロベンゾフェノンと重縮合させる工程を含み
、
（ｉ）前記炭酸カリウムのｍｏｌ％
【数１】

が少なくとも２．５ｍｏｌ％かつ５ｍｏｌ％未満であること、及び
（ｉｉ）次の関係（「Ｄ５０／ｍｏｌ％の関係」と称する）： 
【数２】

が成立することのうちの少なくとも一方を要件とし、
前記方法は、前記高分子材料と充填媒体を含んでなる組成物を生成する工程を備え、前記
組成物は前記充填媒体を２０～９９．９重量％で含有する、方法。
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